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検証声明書

ＮＳユナイテッド海運株式会社

　　

本社及び連結事業場

一般財団法人日本海事協会（以下 「当会」 という）は、ＮＳユナイテッド海運株式会社（本社所在地：東京都千代田
区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア ウエストタワー２１，２２階、 以下 「申請者」 という）からの申請
に基づき、２０２４年度 （２０２４年１月１日～２０２４年１２月３１日） の直接的排出量、 エネルギー起源の間接的排出量及
びその他バリューチェーンからの間接的排出量を対象とした 「算定報告書」 の検証業務を行った。

対象事業場

組織境界

適用規格：

申請者の本社、国内・海外の連結事業場・事務所、及び申請者及びその連結事業場が運航する全て
の外航船及び内航船（但し、貸し船は除く）

ＧＨＧ 排出量算定の組織境界は 「支配力基準」（ＣｏｎｔｒｏＩＡｐｐｒｏａｃｈ）と し、

　　

Ｃｏｎｔｒｏｌ）を適用 している。

「財務支配方式」（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

ｌ． Ｊ

　

ＩＳＱ１４０６４‐１：２０２３年版 （藤０１４０６４‐１：２０１８年版）
２．Ｊ

　

ＩＳＱ１４０６４‐３：２０２３年版 （ＩＳＯ１４０６４－３：２０１９年版）
注：２０２５年４月 １日ムこ改訂された申請者の 「温室効果ガス排出量算定マニュアル （改訂４）」 は、 以下の文書に

　

記載されている定量化方法を適用している。 （準拠した排出量定量化方法）
（１）ＩＭＯＭＡＲＩ）ＯＬ条約

　

付属書 Ｖ１

（２）環境省 「ＳＨＩＦＴ事業モニタリング報告ガイ ドライ ン」 Ｖｅｒ．４．１

（３）地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）及びその付属書
（４）ＧＨＧ プロトコル 企業のバリュ」チェーン （スコープ３） 算定と報告の基準

保証水準と重要性；
合理的保証 （ＩＳＯカテゴリー１，２又はＧＨＧプロトコル スコープ１，２） 重要性の閥値は全体排出量の５，０％
限定的保証 （ＩＳＯカテゴリー３，４，５，６，又はＧＨＧプロトコル スコープ３） 重要性の間値は検証員の専門的判断による

検証手続：
当会の検証は、ＪＩＳＱ１４０６４－１＝２０２３ （薦０１４０６４‐１：２０１８） の規定を参照して算定され、 報告書に記載された ＧＨＧデ
ータについて、 合理的保証を提供するために、ＪＩＳＱ１４０６４－３：２０２３ （ＩＳＯ１４０６４‐３：２０１９） に従って実施された。 上
述の 「準拠した排出量定量化方法」 は、ＪＩＳＱ１４０６４‐１（ＩＳＯ１４０６４－１） が要求する 「定量化の方法」 として選択さ
れたもので、 モニタリング方法や算定に係る部分のみが適用されている。
結論を得るため、 当該検証業務はサンプリング手法を用いて、 次の事項を含んで実施された。

申請者の本社 （ＮＳユナイテッド海運株式会社） におけるサイト審査

上記サイトでの排出源の確認、 情報管理、ＧＨＧ排出量デ」夕の集計、 情報の管理プロセスのレビューに係わ
る主な担当者へのインタビュー及び証悪書類との突合

ＧＨＧ排出量報告書に含まれている ＧＨＧ 排出実績データ
報源との整合の検証

外航船及び内航船の構造（船種毎）及び排出源データのレビュー

ＢｕｌｋｅｒＤｅｌｉｖｅｌｙＮｏｔｅのＱＡ／ＱＣシステム、 補油時のダブルチェック体制のレビュ」

情報について、 本社における集計と入手可能な情
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ＧＨＧインベントリ：申請者の ＧＨＧ排出量、 エネルギ」消費量は以下、 表１，２，３及び４の通りである。

表１：ＩＳＯ１４０６４－１区分：２０２４年度の ＧＨＧイ ンベントリの要約

　

ｔＣ０２ｅ
検証対象ＧＨＧ排出量（カテゴリ」） ｔＣ０２ｅ

直接的なＧＨＧの排出量 （カテゴリー１） ２，４６９，００９．６５

外部から供給されたエネルギーからの間接的なＧＨＧの排出量 （カテゴリー２） １２９．８びの

輸送による間接的なＧＨＧの排出量 （カテゴリー３） １，２７３．４８

使用した製品からの間接的なＧＨＧの排出量 （カテゴリー４） ３５０，１０１．３３

出荷された製品の使用に付随する間接的なＧＨＧの排出量 （カテゴリー５） ０

その他の排出源からの間接的なＧトＩＧ排出量 （カテゴリー６） ０

合計ＧＨＧ排出量（カテゴリー２はマ

　

ケット基準による） ２，８２０，５１４．２６
てし

検証対象ＧＨＧ排出量（カテゴリー） ｔＣ０２ｅ

直接的なＧＨＧの排出量 （スコープ１） ２，４６９，００９．６５

外部供給のエネルギーからの間接的なＧＨＧの排出量 （スコープ２） １２９．８０

その他の間接的なＧＨＧの排出量 （スコープ３） ３５つ，３７４，８１

カテゴリー１．購入した製品・サービス ９，４４７．４６

カテゴリー２，資本財 ４，２２０．９３

カテゴリー３．スコープ１，２に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 ３３６，３５６．６０

カテゴリ」５．事業から出る廃棄物 ７６．３５

カテゴリー６，出張 １，０８４．０７

カテゴリー７．雇用者の通勤 １８９．４０

合計ＧＨＧ排出量（スコープ２はマーケット基準による） ２，８２０，５１４．２６
している。

表３：船舶用バイオ燃料からのＧＨＧ排出量（ｔＣ０２ｅ）

ｒ

　　　

検証対象バイ
斎
燃料から砦ＨＧ排出量

　　　

ｌ
ｔｃ。ｚｅ

－

　　　　　　

船舶におけるバイオ燃料使用の合計 （Ｗｅｌｌ－ｔｏ－Ｗａｋｅ）

　　　　　　　　　　

１９３．３０

検証対象エネルギ」消費量 熱量（Ｇの

化石燃料 ３１：６３０，３７２．４３

バイオ燃料 １３，７９２．１９

電力 １〆３３８．００

蒸気 ４６７．０８

冷水 １，０３０．３３

合計エネルギー消費量 ３１，６４７，０００．０３
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ＧＨＧデータの管理責任：
申請者は算定報告書の作成と開示されたデータ及び情報管理の効果的な内部統制の維持に対して責任を有する。
また、 当会の責任は、 申請者との契約に従い、 算定報告書に対する検証業務を実施することである。 算定報告書
は、 最終的に申請者に承認され、 引き続き申請者の責任の下にある。

検証意見；
上記の検証手続により、 当会は意見表明の為の合理的な基礎を得たと判断しており、 上表に要約された算定報告
書の直接的排出量、エネルギー起源の間接的排出量及びその他バリューチェーンからの間接的排出量は、上記適
用規格を参照して作成されており、ＩＳＯカテゴリーー（ＧＨＧプロトコル スコープ１）、ＩＳＯカテゴリー２（ＧＨＧプ

ロ トコルスコ」プ ２） については全ての重要な点に関して適正であると認める。 また、ＩＳＯ カ テ ゴリ ー３，４，５，６
（ＧＨＧプロトコルスコープ３） については、 算定手法及び結果において重要性の観点から誤りであるとの事実は
検出されなかった。 なお、 当会と申請者の間において利害相反は無い。

２０２５年６月４日

一般財団法人日
認証本部長

ム ーコ

　

玖 珠

山口

　

形に弥

一般財団法人日本海事協会
環境部

　

ＧＨＧ主任検証員

和田

　

厚生

＊この検証声明書は、 「算定報告書」 と共に公表される場合のみ有効です。
＊この検証声明書は、申請者の算定システム全般を審査対象としておりますが、算定システムの適切性を保証するものではありません。


